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根拠法令等

１　計　画　（プラン）

北広島市地域防災計画

33箇所の収容避難場所については平成17年度で全て設置した。
117箇所の一時避難場所については41箇所設置しており、未設置の76箇所について順
次設置する。

平成18年5月26日

158

一時避難場所及び収容避難場所の標識

平時から、一時避難場所及び収容避難場所となる施設（公共施設）を広く市民に周知す
るとともに、災害時に、市民を避難場所に安全確実に誘導することを目的とする。

作成日

防災と消防

内線652

課長職名事務区分

安全で安心できるまち

部長職名■自治事務　　□法定受託事務　 三上正美

　事務事業開始年度

　〃 終了予定年度

内山浩一

整理番号 7-3 作成部署 総務部防災・防衛担当避難場所標識設置事業事務事業名

　平成１8年度事務事業評価調書（継続用）　　　　 北広島市

総合的な防災体制の充実

上位施策との関
連（総合計画での
位置付け）

未設置の一時避難場所（76箇所）の内、開拓記念公園をはじめとする５箇所について設
置する。

施策）

章

別紙１

直接事業費

15298 158

158

地方債

一般財源

国支出金

9,000 9,000

16年度（決算）

0.01 0.01

98 152 158

活動指標
（事務事業の
活動量や実
績）

46 48

活動指標① 避難場所標識設置数

活動指標②

5

0.01

9,000

90

248

0.01

9,000

248

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

指　標　名
16年度

指　　　　　標　　　　　値

17年度単位 19年度（目標）18年度（目標）

　総　事　業　費 ①＋④ 188 242

区　　　　分

人 　件 　費
（概算）

道支出金

①合　計

②人　数（年間）

18年度（予算） 19年度（予定）17年度（決算）

（単位：千円）【事業費の推移】

２　実　施　（ドゥ）

③１人当り年間平均人件費

④＝②×③ 9090 90

その他特財

3 3 5

5250％

達成率

成果指標
（目的の達成
度を測るもの
さし）

成果指標①

【指標の定義（算式等）】

設置済数/避難場所総数（150）

【指標の定義（算式等）】

成果指標②

活動指標③
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【※参考】

前年度の
２次評価

行革
本部

【２次評価】

【上記３の評価を踏
まえ、総合判定と今
後の方向性について
記入】

　判　　　　定

拡大重点化

民間活力の
活用性評価
（事業担当部
局が評価）

　判　　　　定

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

今後の方向性（課題と解決方法等）

□終了

今後の方向性

■拡大重点化

□現状維持

□見直し

□統合

□廃止

一次評価のとおり。

災害から市民の生命、財産を守ることは行政の責務であり、その一手段として避難場所標識の設置は
災害時における避難を有効に実施するため有効であると考える。

必要性と妥当性　総合的な防災対策の推進と防災体制の強化が求められていること、市民・行政・関
係機関が一体となって取り組む必要があること、地域の防災意識の啓発に繋がることから高い評価と
した。
有効性　成果指標から低い評価とした。
効率性　効率的な整備が、今後図れることから普通評価とした。

34 35

1次評価ポイント ２次評価ポイント

説明
（上記
評価の
総合的
な説明）

担当
部局

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

評価項目 チェック項目

上位施策を達成するために必要な事務事業か（目的妥当性の度合）
必要性

と
妥当性 行政が関与しなければならない事務事業か(公共性・公益性の度合）

市民や社会の要求はどの程度か（ニーズの度合）

１～５

成果指標値から見て、目標の達成度はどの程度か（達成度合） １～５

35

目的を達成するための手段（実施方法）は有効か（手段有効度合） １～５

５
点
満
点

5 5

受益者負担は適正か（適切な場合及びなじまない場合は５点）

行財政構造改革推
進本部の総合判定

３　評　価　（チェック）

有効性

上位施策への貢献度はどの程度か（貢献度合）

■拡大重点化

□現状維持

【１次評価】

□終了

□統合

□廃止

　判　　　　定

□見直し

１～５

４　総合判定と今後の方向性（アクション）

事務事業担当部局
の総合判定

一時避難場所や収容避難場所は、災害時に必要な施設であることか
ら、その場所を誰からも判るように表示することは重要と考える。
また、達成率が50％であることから、事業を拡大して今後実施する。

効率性

整理番号 7-3

行革本部の
評価(２次)

今後の方向性

　一時避難場所や収容避難場所は、災害時に必要な施設であり、その場所を誰からも判るよ
う表示することは重要であり、早急に整備していく必要があることから、拡大して実施してい
く。

黄色の欄に数字を入力すると自動的に計算されます

１～５

１～５

配点
低→高

事業担当部局
の評価(１次)

15
点
満
点

11

１～５投入した予算や人員に見合った効果が得られているか（費用対効果の度合）

　 　 １～５効率的な方法で実施しているか（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

　　　□有　　　　　■無

１～５

公平性

計

法律で実施が義務付けられている事務事業か

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。


